
第2部 シンポジウム
パネリスト
静岡県弁護士会 若狭 秀和 氏
市民後見人 渡邉 正章 氏（沼津市）

令和４年度 市民後見人養成講座啓発講演会

第１部 講演会
講師 静岡県弁護士会
若狭 秀和 氏
終活（エンディング）と後見人

２市２町（沼津市・裾野市・長泉町・清水町）委託事業 市民後見推進事業

２市２町市民後見推進事業として、令和４年１０月より始まる市民後見人

養成講座の啓発講演会を開催します。

専門職（弁護士）による講演と実際に活動をしている市民後見人の方を

交えてのシンポジウムの２部構成で開催します。

開催日 令和４年 ８月５日（金）

時 間 １３時３０分～１５時００分

会 場 裾野市民文化センター ３階 会議室

裾野市石脇586

申込み 裾野市社会福祉協議会（7/1より）

℡ 055-992-5750

定 員 ５０名

協 力 静岡県弁護士会

主 催 裾野市社会福祉協議会

新型コロナウイルス感染症への対応について

事前申込制とします。
感染対策問診票の提出をお願いします。
入室の際は、検温・マスク着用にご協力願います。

車でのご来館
・ 東 名 高 速 道 路 裾 野 ICよ り 約 6分 （ 約 2.6km）
・ 東 名 高 速 道 路 沼 津 ICよ り 約 20分 （ 約 10.0km）
・新東名高速道路長泉沼津ICより約15分（約8.6km）

電車バスでのご来館
JR御殿場線裾野駅より

バス（御殿場駅行）もしくはタク
シーで約15分
JR御殿場線岩波駅より

バス（三島駅行）もしくはタクシー
で約10分


